
豊中市手話通訳者･要約筆記者派遣事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２２条第１

項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第７７条第１項第６号の規定に基づき、聴覚、言語

機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者

等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等（以下「聴覚障害者等」

という。）とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約

筆記者（地域生活支援事業の実施について平成１８年８月１日障発第０８０

１００２号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知（別記６）４

（２）アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以

下「手話通訳者等」という。）を派遣し、円滑なコミュニケーションを図る

ことにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。 

 

（事業の内容） 

第２条 事業内容は次のとおりとする。 

(１) 手話通訳者等の派遣に関する業務 

(２) 手話通訳者等の登録に関する業務 

(３) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務 

 

（実施主体） 

第３条 事業の実施主体は､豊中市（以下「市」という。）とする。 

２ 市は事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。 

 

（手話通訳者等の資格） 

第４条 手話通訳者等は、障害者の福祉に理解を有し、次の号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定めるもので、本市に手話通訳者等として登録した者とす

る。 

(１) 手話通訳士  

手話通訳を行うものの知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省 

令（平成２１年３月３１日厚生労働省令第９６号）に基づく手話通訳技能 

検定試験（手話通訳士試験）の合格者 

(２) 手話通訳者 

大阪府手話通訳者登録試験に合格し、大阪府に登録している者 

(３) 要約筆記者 

大阪府要約筆記者登録試験に合格し、大阪府に登録している者 



(４) 前２・３号で規定するものと同等と認められる者 

 

（手話通訳者等の登録） 

第５条 豊中市手話通訳者等として登録を希望する者は、豊中市手話通訳者・

要約筆記者登録申込書（様式第１号）、豊中市手話通訳者･要約筆記者調書

（様式第２号）に、前条各号に掲げる資格を証明する書類を添付して、市長

に申し込むものとする。 

２ 市長は前項の申込書を受理した時は、手話通訳者等として登録の可否を決

定し、豊中市手話通訳者・要約筆記者登録決定（却下）通知書（様式第３

号）により通知する。 

３ 豊中市は、前号登録者を豊中市手話通訳者・要約筆記者（奉仕員）派遣事

業登録者台帳（様式第４号）に登録する。 

 

（手話通訳者等の登録の抹消） 

第６条 手話通訳者等は、活動ができなくなった場合、豊中市手話通訳者・要

約筆記者辞退届（様式第５号）により、速やかに市長に申し出るものとす

る。市長は申出を受けた場合、登録から抹消する。 

２ 市長は、この要綱の主旨に反し適任でないと判断した手話通訳者等を、登

録から抹消することができる。 

 

（派遣の対象者） 

第７条 この要綱の対象者は､市内に居住する聴覚障害者等とする。 

 

（派遣の要件） 

第８条 派遣の要件は、聴覚障害者等の社会参加に必要と認められるものと

し、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 聴覚障害者等の日常生活・社会生活において、手話通訳者等が必要と

認められるもの 

(２) その他市長が適当と認めるもの 

 

（手話通訳者等の派遣） 

第９条 手話通訳者等の派遣は、次の場合に行う。 

(１) 聴覚障害者等及びその家族から依頼があった場合 

(２) 公的機関及び関係機関等から依頼があった場合 

(３) その他市長が適当と認めた場合 

 



（派遣依頼の方法） 

第１０条 手話通訳者等の派遣を依頼するときは、申込者氏名、連絡先、派遣

日時、派遣場所及びその住所・電話番号、通訳内容、待合せ場所及び時間を

書面等で、市長に申し込むものとする。 

 

（派遣の決定） 

第１１条 市長は、前条の派遣依頼を受理した時は、内容を審査のうえ、手話

通訳者等の派遣の可否を決定し、手話通訳者等の選定をし、派遣決定を書面

等により申込者に通知するものとする。 

２ 市長は、派遣内容等を書面等により当該手話通訳者等に通知するものとす

る。 

３ 原則として手話通訳者及び要約筆記者を派遣するが、手話通訳者及び要約

筆記者と同等と認められる手話奉仕員（市町村及び都道府県で実施される手

話奉仕員養成研修において「手話奉仕員」として登録された者）及び要約筆

記奉仕員（市町村及び都道府県で実施される要約筆記奉仕員養成研修事業に

おいて「要約筆記奉仕員」として登録された者）も当面派遣することができ

る。 

 

（他自治体に対する手話通訳者等の紹介依頼） 

第1２条 派遣場所が他自治体内である場合、当該自治体に登録されている手

話通訳者等の派遣が必要となった場合、当該自治体の長に対し、当該自治体

に登録されている手話通訳者等の紹介を依頼することができる。 

２ 前項により紹介回答のあった手話通訳者等は、その依頼の範囲内に限り、

本市において登録している手話通訳者等として扱うものとする。 

３ 手続き・活動謝礼金等は、別途調整のうえ対応する。 

 

（手話通訳者等の責務） 

第1３条 手話通訳者等は、活動を行うに当たっては人権を尊重しなければな

らない。又、活動を通じて知り得た個人の秘密はこれを守らなければならな

い。手話通訳者等登録抹消後も同様とする。 

 

（活動の報告） 

第1４条 手話通訳者等は、活動終了後速やかに活動日時、活動に要した時

間、その他伝達事項を、市長に書面等で報告しなければならない。 

 

 



（謝礼金の支払い） 

第1５条 市長は、手話通訳者等の活動に対し謝礼金を支払い、謝礼金の額

は、市長が別に定める。 

 

（手話通訳者等の研修） 

第１６条 市長は、原則として年１回以上の研修会を実施し、手話通訳者等の

資質の向上に努めなければならない。又、手話通訳者等はその研修会に年１

回以上参加しなければならない。やむを得ない事情により参加できない場合

は、活動に資するその他の研修会に参加する等自己学習を行い、その結果を

書面で報告しなければならない。 

 

附 則  

この要綱は、平成２６年７月１日から実施し、平成２６年４月１日から適用

する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年５月１５日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和 8年４月１日から実施する。 


